
〈会費基準〉

※ 法人会員の会費は、資本金基準と従業員数基準のいずれか上位の

級別とします。

※ 法人会員の支庖等の賛助会費は、従業員数基準の級別とします。

※ 資本金は払込資本金の額とします。

※ 年度の途中で入会の場合は、期末(3月)までの月割額とします。

詳しくは窓口で、またはお電話でお問い合わせ下さい。

会費基準表

区分 級別
算定基準

会費(年会費)
資本金 従業員数

特級 50億円以上 1，000人以上 102，000円

1等級 1 0億円以上 500人以上 86，400円

法 2等級 1億円以上 300人以上 66，000円

3等級 5，000万円以上 200人以上 42，000円
人

4等級 3，000万円以上 100人以上 30，000円
L::::，. 

5等級 2，000万円以上 50人以上 24，000円Z玄

貝
6等級

1，000万円超
30人以上 21，600円
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7等級 20人以上 18，000円

8等級
1，000万円以下

1 0人以上 15，000円
ー・・・ー...ー・・ーー----ーー・------・..・..

9等級 10人未満 12，000円

個人会員 9，000円


